
第５１回ＯＥＣＤ開発援助委員会（ＤＡＣ）ハイレベル会合コミュニケ 

（ポイント） 

平成２９年１２月２５日 

外務省開発協力企画室 

 

（２０３０アジェンダと開発協力の役割） 

 ２０３０アジェンダの採択から２年を経て，開発協力は引き続き同アジェンダ実現のた

めに不可欠な役割を担っている。持続可能な開発へのＯＤＡが果たす重要な貢献

及び「誰一人取り残さない」との公約を再確認する。（パラ１） 

 持続可能な開発のための政策一貫性を推進し，開発効果を確保し，ジェンダー平

等・女性のエンパワーメントなどを強化促進する。開発資金動員と効果向上のため

のデータ及びエビデンスを収集する。（パラ２） 

 

（ＤＡＣ改革） 

 ＤＡＣのビジョンは，２０３０アジェンダ，特にアディスアベバ行動目標（ＡＡＡＡ）及びＯＥ

ＣＤ内外における持続可能な開発のための政策一貫性を擁護することであり，開

発協力の更なる推進のためにＤＡＣの改革を行う。ＤＡＣは引き続きＯＤＡの一貫性

と定義の守護者であり続ける。（パラ３） 

 ＤＡＣ改革のためのハイレベルパネルによる勧告への対応状況に関し，２０１８年１月

にアップデートを行い報告書を発表する。（パラ４） 

 ＤＡＣは自身の有する強みを重視しつつ，２０３０アジェンダ時代に対応するため，改

革における以下６つの戦略的優先事項を定める。また，包摂的かつ持続可能な経

済成長，貧困撲滅，途上国の人々の生活水準の改善を通じ２０３０アジェンダの実施

に貢献するため，開発協力を促進することをＤＡＣの目的とする，改革されたＤＡＣ

のマンデートを承認。（パラ５及び付属文書III） 

－開発によるインパクトの増大と資金動員に焦点を当てる 

―既存の開発アプローチから学ぶ 

―新たな開発アプローチを模索する 

―ＤＡＣメンバー以外の開発アクターへのアウトリーチを行う 

―透明性を高め，主体的に自己評価を行い，説明責任を果たす  

－効果的なガバナンス，システム及び機構を検討する 

 

（他アクターとの連携強化） 

 被援助国や新たな開発アクターとの連携を強化するため，効果的な開発協力のた

めのグローバルパートナーシップ（ＧＰＥＤＣ）の活動を踏まえ，対外関係戦略を改訂

する。（パラ６） 



 

（イノベーションの必要性） 

 イノベーションは，開発協力プラクティスの改善及び開発課題への迅速かつ効果的

な対応を可能とするために不可欠であり，ＤＡＣは，メンバー国がイノベーティブな政

策，手段，プラクティスを共有するためのプラットフォームとしての役割を果たしていく。

（パラ７） 

 

（開発資金及びその捕捉に関する取り組み） 

 ＡＡＡＡ及び国連による開発資金に関するプロセスを支持する。また，ＤＡＣが開発

資金に関する政策対話，エビデンス収集及び分析の場としての役割を担い，ＤＡＣ

統計が開発資金の適切かつ信頼できるデータソースであることを引き続き支持す

る。（パラ８） 

 ＯＤＡを補完する新たな統計枠組みである「持続可能な開発のための公的総支援

（ＴＯＳＳＤ： Total Official Support for Sustainable Development）」の検討の

進捗を歓迎。ＴＯＳＳＤを，ＡＡＡＡに資する資金を捕捉するための国際的な統計基

準とするため，関連国連機関との協力を継続していく。（パラ１１） 

 民間セクターツール（ＰＳＩ）について，エビデンスを収集しつつコンセンサスでの合意

に向け引き続き議論していく。各国は合意までの間，開発途上国への資金移動時

点またはＰＳＩ実施機関への資金移動時点のいずれかを用い報告することができる。

（パラ１２） 

 持続可能な開発を可能とする環境整備及び政策一貫性を追求し，民間セクターを

含む多様な関係者とのパートナーシップを引き続き構築していく。そのため，公的資

金及びその動員効果の把握のみならず，関連する資金フローを捕捉するための手

段を向上させる必要がある。（パラ１５） 

 混合資金は，持続可能な開発のための民間投資を動員する大きな可能性を有し

ており，今回の会合では「ＳＤＧｓのための商業資金を動員するための混合資金原

則」を採択。また，ＤＡＣによる社会インパクト投資の取組は，イノベーティブな官民連

携アプローチを通じたＳＤＧｓ達成に向けた新たな方向性を示すもの。（パラ１６及び

付属文書I） 

 

（ＯＤＡコミットメント） 

 各国それぞれのＯＤＡコミットメント（ＧＮＩの０．７％をＯＤＡ資金とし，ＧＮＩの０．１５－０．

２％を後発開発途上国へのＯＤＡ支援とすることを含む）を再確認し，実現するため

の努力を継続する。（パラ９） 

 

（ＯＤＡの現代化） 



 ２０１２年，２０１４年及び２０１６年のハイレベル会合で合意したＯＤＡの現代化に関し，

現在行われている取組を優先しつつ，２０３０アジェンダ実現のための適切な現代化

について更に検討していく。（パラ１０） 

 

（平和と安全及び難民問題） 

 平和と安全に係るＯＤＡルールの見直しに際し，ケースブックを改訂し，国連平和維

持活動のＯＤＡ計上における開発係数の技術的レビューが完了した。（パラ１３） 

 ドナー国内で難民を受け入れるための費用のＯＤＡ計上・報告ルール明確化につ

いて，事務局提案を採択。（パラ１４及び付属文書II） 

 今日の危機においてはより包括的な対応が必要となっており，政策面での対話に

加え，人道ツールと開発ツールの統一のとれた活用が必要。ＤＡＣはエビデンスを

積み重ね，外交・人道・開発・平和構築アクターを一堂に集め，連携のための方策を

見つけることを目指す。また，難民・国内避難民発生の根本的原因の解決に取り組

む。（パラ１７） 

 

（環境への配慮） 

 環境，気候変動，エネルギー政策と開発資金の連携について引き続き検討していく。

２０３０アジェンダ及びパリ協定は，環境・経済・社会的配慮がなされた開発協力に向

けた総合的なアプローチを求めるグローバルな枠組みと認識。（パラ１８） 

 

（小島嶼開発途上国（ＳＩＤＳ）における支援ニーズ） 

 小島嶼開発途上国（ＳＩＤＳ）は気候変動や自然災害等に起因する特有の脆弱性を

有しており，持続可能な開発の達成のためには特別な支援が必要であることを認

識。引き続き，ＯＤＡを最も必要とする国及び追加的な取組を要する国々を特定す

るための分析作業を行う。（パラ１９） 

 

（移行期における開発） 

 持続的な開発の複雑性に着目し，開発段階の移行期にある国が発展の停滞を避

けるために適切な支援を必要としていることを認識。開発段階を測る指標として，

一人当たり所得以外の指標について国際的な議論が行われていることを承知。

（パラ２０） 

 

（ＯＤＡ卒業国・地域に対する支援） 

 ＯＤＡ援助受取国・地域リストから卒業した国・地域の所得が自然災害等によりＯＤ

Ａ対象の所得水準上限を下回った場合のリストへの再掲載について検討するため，

事務局にエビデンスに基づく提案の作成を要請。また，リストから卒業したばかりの



国・地域が人道危機に陥った際に例外的なＯＤＡを含む短期的な資金援助を可能

とする制度の検討プロセスを創設する（ただし，既存のＯＤＡに影響を与えないよう

に行う）。（パラ２１） 

 

（効果的な開発協力のためのグローバル・パートナーシップ（ＧＰＥＤＣ）） 

 効果的な開発協力のためのグローバル・パートナーシップ（ＧＰＥＤＣ）及び援助効果

向上原則を支持し，第２回ＧＰＥＤＣハイレベル会合で採択されたナイロビ成果文書

の実施の支援にコミットする。（パラ２２） 

 

（ピアレビュー及び評価） 

 ピアレビューは引き続き効果的な開発協力を促進するための重要な手段。評価報

告書や成果からの教訓を活用することにコミットする。（パラ２３） 

 

（透明性の重要性） 

 透明性は援助における効果，説明責任及び信頼性を高めるために不可欠。公開援

助データの一貫性及び質を向上させるため，引き続き透明性の向上に取り組む。

（パラ２４） 

 

（次回会合日程） 

 今回の決定事項の進捗を確認するため，２０１９年又は２０２０年に次回会合を開催

する。（パラ２５） 

 


